
文教生活常任委員会資料 
市民交流部 市民協働推進課  

議案第１０１号 
公の施設の指定管理者の指定について 
（宝塚市立地域利用施設南口会館） 

資料１２ 南口会館における指定管理者の経緯について 

 

１．平成１８年度以前の管理について 

（１）昭和５１年１０月３１日 サンビオラ５番館建築 

   市民会館 南口分館（市の直営施設：会館事務所所管） 

 

（２）平成８年１１月１１日～平成１３年３月３１日 

   宝塚市立文化施設南口会館（市の直営施設：国際文化課（現・文化政策課）所管） 

（根拠条例：宝塚市立文化施設南口会館条例（平成８年条例第２８号、平成１３年４月１日

廃止） 

 

（３）平成１３年４月１日～平成１８年３月３１日 

   宝塚市立地域利用施設南口会館（地域団体へ管理委託：コミュニティ課（現・市民協働推進

課所管） 

   （根拠条例：宝塚市立地域利用施設条例（平成３年条例第２号）） 

   委託先：一小校区コミュニティ 

   平成１３年３月３１日まで、宝塚市立文化施設南口会館として宝塚市立文化施設南口会館条

例（平成８年条例第２８号）にもとづき市が管理運営を行っていたが、市コミュニティ推進

施策の一環として、平成１３年４月１日から地域利用施設南口会館として管理運営を地域

団体へ委託を行った。 

 

２．平成１８年度以降の指定管理者の推移 

指定期間 平成 18年 4月 1日～ 

平成 23年 3月 31日 

平成 23年 4月 1日～ 

平成 28年 3月 31日 

平成 28年 4月 1日～ 

令和 3年 3月 31日 

指定 

管理者 

特定非営利活動法人シニア

パワーを活かす会 

特定非営利活動法人シニア

パワーを活かす会 

特定非営利活動法人シニア

パワーを活かす会 

応募団体 ２者（両者とも法人） １者 １者 

※平成１５年９月に地方自治法が改正され指定管理者制度が導入された。地域利用施設南口会館

については、平成１８年度から指定管理者制度を導入することとし、現指定管理者である特定

非営利活動法人シニアパワーを活かす会が指定管理者として指定された（当時、指定管理者の

応募は２者の特定非営利活動法人からあり、地域の団体からの応募はなかった。） 

 


